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ＦＩＡの主な事業

(1)調査研究事業

(2)研修会及びセミナーの開催

(3)フィットネスクラブ経営に有益な情報の収集及び提供

(4)フィットネスクラブ・マネジメント技能検定の指定試験機関として当

該試験の実施

(5)国民の健康増進に寄与することを目的としたキャンペーン及び

イベントの開催

(6)関係省庁及び地方自治体、フィットネス関連団体等、関連機関との

連絡及び協調
経済産業省／スポーツ庁／厚生労働省／東京商工会議所／JATI（日本トレーニング指導者協会）／
（公財）健康・体力づくり事業財団 （海外）IHRSA（International Health, Racquet and Sports Association US）

UK Active(UK) 
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フィットネスクラブ・マネジメント技能検定制度
の取り組み
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コロナ禍によるフィットネス産業の
ダメージ
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フィットネスクラブの業況推移（売上高推移と対前年同月比）

2020 特定サービス産業動態統計調査より



2020 特定サービス産業動態統計調査より

フィットネスクラブの業況推移（利用者数推移と対前年同月比）



新型コロナウイルス感染対応業界
ガイドラインの策定
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ガイドラインの効果
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昨年の営業再開後、6月1日の自粛要請解除以降和3年５月９日現
在で件、当協会加盟の企業が運営するフィットネスクラブにおけるコロナ
罹患者の利用が以下の通り確認されている。

■新型コロナウイルス罹患者来館の報告件数 ・・・ 303件
（主にFIA加盟各社から寄せられた報告/来場者・スタッフ含む）

■要観察対象になった案件数と対象者人数者数 ・・・ 21件/177名
■FIA加盟企業施設内での感染（クラスター）認定がなされた件数

・・・ 0件

全てのケースにおいて、罹患者の行動記録が明確であり、またガイドライン
に沿った利用者の行動と施設の感染予防対策が確認されていることから、
FIA加盟クラブに於ける行政からのクラスター認定はゼロであり、業界ガイ
ドラインに則したクラブ運営が再開されて以降、フィットネス関連施設から
の感染拡大は起きていない。

現行ガイドライン遵守下でのFIA加盟クラブ罹患者利用状況
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コロナ感染症による外出の自粛にによる
身体活動低下が健康に及ぼす影響
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スポーツ庁からの呼びかけ

With コロナ時代に高齢者の健康二次被害をスポーツや社会参加で予防するために
～スポーツを通じた高齢者向け健康二次被害予防ガイドライン～

（本文中より抜粋）

〔コロナ感染症が社会に及ぼした影響〕

外出の自粛により人々の身体活動の機会が減少による、筋肉量の低下や基礎疾患の悪化、認知

機能の低下等の「健康二次被害」の懸念

〔With コロナ時代における健康の保持増進の重要性について理解〕
■外出の自粛による身体活動の低下によって、心身への影響

→筋肉量の低下によるフレイル、ロコモティブシンドロームにつながる危険性

→２型糖尿病等の基礎疾患罹患者の身体活動の低下による病状悪化の誘発

→外出の自粛による会話の機会減少による認知機能低下への恐れ

〔体を動かすことの奨励〕
（例）ガイドライン等に沿って感染予防対策にしっかりと取り組んでいるか確認の上、スポーツ教室

などのサークル活動やスポーツクラブなどのスポーツ施設等が再開し際の積極的利用

※地域のコミュニティやスポーツ教室等への参加地域のコミュニティやスポーツ教室等に参加することは、閉じこもりがち

な生活の中で、よい気分転換になり、認知機能の低下を防止する上でも有効
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スポーツ庁からの呼びかけ

With コロナ時代の運動不足による

健康二次被害を予防するための呼
びかけ

スポーツクラブの利用も推奨
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自治体行政への働きかけ
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スポーツ・健康産業推進議員連盟設立総会
共催:自民党ヘルス&コミュニティ議員連盟発足への活動

業界復興に向けた国への働きかけ

遠藤利明会長
上川陽子顧問

（現法務大臣）
朝日健太郎
事務局次長

佐々木 紀
事務局次長
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これからのフィットネスクラブの役割

17



コロナ禍でフィットネス事業者が担うこれからの役割

フィットネスクラブの休業が、施設利用者
（運動継続者）に及ぼす影響について

日本におけるフィットネスクラブ数は、2019年時点で、
民間クラブで6,200店を超え、利用者（登録会員数）は、

550万人以上となっている。つまり緊急事態宣言発令下では、
これだけの規模で、健康の保持増進のための運動機会が、

日常から失われたことになる。

「健康二次被害」の発生が予見される
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コロナ禍でフィットネス事業者が担う役割

これからのフィットネスクラブの役割
「健康二次被害」の拡大を防止する

在宅勤務での身体活動量の
低下による生活習慣病の

発症リスクの増大

あそび場や、運動をする場を
失ったことでの、

こどもたちの体力低下
身体活動量の低下による
メンタルヘルス問題の増加

免疫力低下による
感染症発症リスクの増大

高齢者の巣ごもりでの
筋力低下や認知機能低下
による介護リスクの増大
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18時以降の、ジム

や更衣室に於ける
密な状態の発生

緊急事態宣言を受けた営業時間短縮による影響

緊急事態宣言を受けた
営業時間短縮による影響

継続的な運動の機
会を失うこととなっ
たお客様の増加
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■名 称 一般社団法人 日本フィットネス産業協会
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2丁目2番3号 第三櫻井ビル 6階

■代 表 者 会長 吉田 正昭
■設 立 1987年（昭和62年）9月21日 社団法人として設立

2011年（平成23年）10月18日 一般社団法人へ移行
■目 的 フィットネス産業及びスポーツや健康増進等に関する調査・研究・情報収集

並びに提供を行うことにより、フィットネス産業の健全な発展と、我が国経済の
発展に寄与するとともに、『国民の健康増進』に、寄与することを目的とする。

■加盟法人数及び総施設数/利用者数

正会員：クラブ運営企業 103 社
・加盟企業の運営する施設数：4,900施設
・総利用者数 ：約370 万人

賛助会員：102社

About FIA
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